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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月3日(2017.3.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人工肘であって、
　上腕骨及び尺骨の一方に対する取り付けのための第１の軸要素と、
　前記上腕骨及び前記尺骨の他方に対する取り付けのための第２の軸要素と、
　前記第１の軸要素と前記第２の軸要素との間に配置されて前記第１の軸要素と前記第２
の軸要素とを結合し、前記第１の軸要素と前記第２の軸要素との間の第１の軸線周りの相
対運動を可能とする接続部と、
　該接続部から延びて前記第１の軸線から偏心した回転軸線を有する関節丘と、を具備す
る人工肘。
【請求項２】
　前記関節丘が、第１の関節丘要素と第２の関節丘要素とを含む、請求項１に記載の人工
肘。
【請求項３】
　前記第１の関節丘要素が、前記第２の関節丘要素に回転可能に取り付けられた、請求項
２に記載の人工肘。
【請求項４】
　前記第１の関節丘要素が、前記第１の軸線から偏心した回転軸線を有し、前記第２の関
節丘要素が、前記第１の軸線と略同心の回転軸線を有する、請求項２に記載の人工肘。
【請求項５】
　前記第１の関節丘要素及び前記第２の関節丘要素の一方が、突部を有し、前記第１の関
節丘要素及び前記第２の関節丘要素の他方が、前記突部を回転可能に受け入れるように操
作可能な凹部を有する、請求項２に記載の人工肘。
【請求項６】
　前記突部及び前記凹部の少なくとも一方がテーパ部を有し、前記テーパ部が、第１の状
態において前記第１の関節丘要素と前記第２の関節丘要素との間の相対的回転を可能とし
、第２の状態において前記第１の関節丘要素と前記第２の関節丘要素との間の相対的回転
を制限する、請求項５に記載の人工肘。
【請求項７】
　前記突部及び前記凹部が、前記第１の軸線からオフセットされた回転軸線をそれぞれ有
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する、請求項５に記載の人工肘。
【請求項８】
　前記突部及び前記凹部が、前記第１の関節丘要素の中心軸線からオフセットされ、且つ
、前記第２の関節丘要素の中心軸線からオフセットされた回転軸線をそれぞれ有する、請
求項５に記載の人工肘。
【請求項９】
　前記第１の関節丘要素と前記第２の関節丘要素との間に配置された中間関節丘要素を更
に具備する、請求項２に記載の人工肘。
【請求項１０】
　前記中間関節丘要素が、前記第１の関節丘要素に対して回転可能に取り付けられて前記
中間関節丘要素の中心軸線からオフセットされた第１の突部と、前記第２の関節丘要素に
対して回転可能に取り付けられて前記中間関節丘要素の前記中心軸線からオフセットされ
た第２の突部と、を有する、請求項９に記載の人工肘。
【請求項１１】
　前記第１の突部及び前記第２の突部が互いにオフセットされた、請求項１０に記載の人
工肘。
【請求項１２】
　人工肘であって、
　上腕骨及び尺骨の一方に対する取り付けのための第１の軸要素と、
　前記上腕骨及び前記尺骨の他方に対する取り付けのための第２の軸要素と、
　前記第１の軸要素と前記第２の軸要素との間に配置されて前記第１の軸要素と前記第２
の軸要素とを結合し、前記第１の軸要素と前記第２の軸要素との間の第１の軸線周りの相
対運動を可能とする接続部と、
　前記第１の軸要素及び前記第２の軸要素の一方と共に前記第１の軸線周りで回転可能な
第１の関節丘要素と、
　該第１の関節丘要素に対して第２の軸線周りで回転可能な第２の関節丘要素と、を具備
する人工肘。
【請求項１３】
　前記第２の軸線が前記第１の軸線から偏心した、請求項１２に記載の人工肘。
【請求項１４】
　前記第２の軸線が前記第１の軸線からオフセットされた、請求項１２に記載の人工肘。
【請求項１５】
　前記第２の軸線が前記第１の軸線とは異なる請求項１２に記載の人工肘。
【請求項１６】
　前記第１の関節丘要素及び前記第２の関節丘要素の一方が、突部を有し、前記第１の関
節丘要素及び前記第２の関節丘要素の他方が、前記突部を回転可能に受け入れるように操
作可能な凹部を有する、請求項１２に記載の人工肘。
【請求項１７】
　前記突部及び前記凹部の少なくとも一方が、テーパ部を有し、該テーパ部が、第１の状
態において前記第１の関節丘要素と前記第２の関節丘要素との間の相対的回転を可能とし
、第２の状態において前記第１の関節丘要素と前記第２の関節丘要素との間の相対的回転
を制限する、請求項１６に記載の人工肘。
【請求項１８】
　前記突部及び前記凹部が、前記第１の軸線からオフセットされた回転軸線をそれぞれ有
する、請求項１６に記載の人工肘。
【請求項１９】
　前記突部及び前記凹部が、前記第１の関節丘要素の中心軸線からオフセットされ、且つ
、前記第２の関節丘要素の中心軸線からオフセットされた回転軸線をそれぞれ有する、請
求項１６に記載の人工肘。
【請求項２０】
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　前記第１の関節丘要素と前記第２の関節丘要素との間に配置された中間関節丘要素を更
に具備する、請求項１２に記載の人工肘。
【請求項２１】
　前記中間関節丘要素が、前記第１の関節丘要素に対して回転可能に取り付けられ、且つ
、前記中間関節丘要素の中心軸線からオフセットされた第１の突部と、前記第２の関節丘
要素に対して回転可能に取り付けられ、且つ、前記中間関節丘要素の前記中心軸線からオ
フセットされた第２の突部と、を有する、請求項２０に記載の人工肘。
【請求項２２】
　前記第１の突部及び前記第２の突部が互いにオフセットされた、請求項２１に記載の人
工肘。
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